
地域産業おこしに燃える人の会 幹事会 IN糠平 
 
１ 日程  平成１８年８月４日・５日 
２ 会場  北海道上士幌町文化センター 
３ 参加者 松井利夫、吉田孝、高木治夫、坂本世津夫、福間敏、関幸子 
 
会議議事録 
１ 法人化について 
燃える人の会は、任意法人のままでいくのか。法人にしないと出来なきことも多い。但

し、法人化するには専任など事務局体制をしっかりしないといけないのではないか。 
 → ４月の幹事会において、任意法人で設立するという方向が出ている。この７月に設

立趣意書を送ったばかりである。実際の活動を行いながら時期をみて法人化を行う。 
２ 監事について 
 監事が決定していないので選考する。 
→ 合田和子氏 佐藤一子氏の名前が上がった。合田氏は吉田さんが、佐藤氏について

は関より連絡して了承を得る。 
３ 燃える人としての講師について 
  セミナー講師などの仕事を受注するため、民間のデータベースの登録をしてはどうか。 
 → ブログでの情報発進状況を見てから決定していく。 
 → 燃える人として講師を引き受けた場合には、講師謝金の２割程度を事務局に寄付を 

いただく。強制ではなく、協力要請を行う。 
４ 会長・顧問について 
  燃える人の会を広く PRし応援団を形成するなど支援を頂く役として会長、顧問を置く。 
 → 会長は松井利夫氏が就任を承諾。 
   関満博氏については顧問の就任を要請する。 
   関幸子が岡山県津山市で関先生と面会し、関先生は顧問就任を承諾。（８月８日） 
   その際、大西隆氏の顧問就任についても話しがでる。皆様の協議が整えば、 

関幸子が大西氏に今後顧問就任を依頼する。 
 会長・顧問の条文を会則に追加→吉田（経済産業省）さんに依頼しました。 

５ 燃える人ブログについて 
  燃える人ブログの開設準備が整ったので、各自は情報発進に努める。 
  http://blog.moeruhito.com/ 
６ 予算について 
  これまで立替ていたものは、会費入金時に支払いを開始する。 
７ 当面の事業 
① 海士町のシンポジウム ９月８日～１０日 
② 沖縄のシンポジウム  １１月 洲鎌委員より要請有 


